
（総 則） 

第１条 発注者及び受注者は、頭書の業務の委託契約に関し、この契約書の定めるところに

より、別紙仕様書等に基づき、日本国の法令を遵守し、信義に従い誠実にこれを履行しな

ければならない。 

（管轄の合意） 

第２条 この契約に関する争訟の提起、申立て等は、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものと 

する。  

（業務実施計画書等の提出）                       

第３条 受注者は、この契約の締結後、直ちに業務実施計画書及び業務に必要な関係書類を

作成し、発注者に提出するものとする。ただし、発注者においてその必要がないと認める

ものについては、この限りでない。      

 （権利義務の譲渡の禁止）                        

第４条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、合併等を原因とする承継で、発注者の承認を受けたものについて

は、この限りでない。 

 （再委託の禁止） 

第５条 受注者は、この契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせるこ

と（以下「再委託」という。）はできない。ただし、業務の一部について相当の理由があ

るときは、この限りでない。 

（再委託の届出等） 

第５条の２ 前条ただし書の規定により業務の一部について再委託する場合、受注者は、あ

らかじめ発注者と協議し、再委託しようとする相手方（以下「再委託先」という。）の商

号又は名称、業務の内容及びその理由、その他発注者が必要とする事項を書面をもって発

注者に届出しなければならない。 

２ 受注者が前項の規定により、業務の一部を再委託するときは、次のとおりとする。 

（１）受注者は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱（平成１１年制定）

第２条第１項の規定による入札参加停止を受けた者（以下「入札参加停止者」という。）

及び堺市契約関係暴力団排除措置要綱（平成２４年制定）第３条第１項の規定による

入札参加除外を受けた者（以下「入札参加除外者」という。）並びに第１４条第１項

第８号に該当する者を再委託先としてはならない。 

（２）受注者は、再委託先の行為のすべてについて責任を負うものとする。 

３ 受注者は、第１項の規定により、業務の一部を再委託したとき並びに受注者及び再委託

先が資材又は原材料の購入契約その他の契約をしたときの相手方が堺市暴力団排除条例

（平成２４年条例第３５号。以下「暴排条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団

員（以下単に「暴力団員」という。）又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者（以下

単に「暴力団密接関係者」という。）でないことをそれぞれが表明した誓約書を徴収し、

発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限

りでない。 

４ 発注者は、受注者が入札参加停止者若しくは入札参加除外者又は第１４条第１項第８号

に該当する者を再委託先としている場合は、受注者に対して、当該再委託契約の解除を求

めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、受注者が負うも

のとする。 

 （不当介入に対する措置） 

第５条の３ 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴排

条例第２条第１号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又

は契約の適正な履行を妨げる行為（以下「不当介入」という。）を受けたときは、直ちに

発注者に報告するとともに、警察に届け出なければならない。 

 

２ 受注者は、再委託先が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直

ちに発注者に報告するとともに、当該再委託先に対して、警察に届け出るよう指導しなけ



ればならない。 

３ 発注者は、受注者が発注者に対し、前２項に規定する報告をしなかったときは、暴排条

例に基づく公表及び入札参加停止措置を行うことができる。 

４ 発注者は、受注者又は再委託先が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について

遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が第１項に規定する報告及び届出

又は第２項に規定する報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等

の措置をとるものとする。 

 （監督員） 

第６条 発注者は、この契約の履行に関し発注者の指定する職員（以下「監督員」という。）

を定めたときは、その氏名を受注者に報告しなければならない。監督員を変更したときも

同様とする。 

２ 監督員は、この契約の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。 

（１）業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督 

（２）契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議 

（３）契約書類に基づき受注者が作成した書類の承諾 

（４）契約書類の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答 

 （業務責任者） 

第７条 受注者は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を発注者に報告

するものとする。また、業務責任者を変更したときも同様とする。 

２ 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、

履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解

除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 

 （業務内容の変更） 

第８条 発注者は、必要があると認めるときは、業務内容を変更し、又は業務の履行を中止

させることができる。この場合において、契約金額又は契約内容を変更する必要があると

きは、発注者と受注者とが協議して定める。 

２ 受注者は、その責に帰することができない理由又はその他正当な理由により、業務が履

行できなくなったときは、直ちに発注者にその旨を明示して、その指示を求めなければな

らない。 

 （臨機の処置）                             

第９条 受注者は、災害防止等緊急の必要があるときは、臨機の処置をとらなければならな

い。この場合において、受注者は、その処置の内容を直ちに発注者に通知しなければなら

ない。 

 （立会・報告）                             

第１０条 発注者は、必要があると認めるときは、この業務の履行に立会い、又は報告を求

めることができる。この場合において、発注者は、業務の履行が適正でないと認めるとき

は、その補正を求めることができる。      

 （損害の負担）                             

第１１条 受注者は、受注者の責に帰す事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発

注者に報告し、損害を賠償しなければならない。  

２ 受注者は、この契約の履行に関し、第三者（発注者の職員を含む。）に損害を与えたと

きは、発注者の責に帰すべき場合を除き、その損害を賠償する責に任ずる。 

 （検査） 

第１２条 受注者は、業務が完了したときは、発注者に対して業務完了届を提出しなければ

ならない。 

２ 発注者は、前項の業務完了届を受理したときは、速やかに検査しなければならない。 

３ 前項の場合において、検査に要する費用は、受注者の負担とする。 

４ 受注者は、検査の結果、契約書類の記載内容と適合しない部分について発注者から改善

指示を命ぜられたときは、直ちに当該部分の改善を行い、再検査を受けなければならない。 

 （契約代金の支払） 



第１３条 受注者は、前条第２項又は第４項の検査に合格したときは、契約代金を、次のと

おり発注者に請求するものとする。  

       （支払方法）        （金額） 

２ 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、支払請求書を受理した日から３０日

以内に受注者に支払わなければならない。 

（発注者の契約解除権） 

第１４条 発注者は、堺市契約規則（昭和５０年規則第２７号）第４３条に定めるもののほか、

受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

（１）正当な理由なく契約を履行しないとき。 

（２）本契約に関して受注者又は受注者の従業員に、不正又は不当な行為があったとき。 

（３）業務履行上の過失、不手際が度重なったとき。 

（４）契約の履行に当たり、発注者の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたと

き。 

（５）受注者について、破産、民事再生、会社更生及び特別清算のいずれかの申立てがあっ

たとき、又はこれと同視しうる経営危機に陥ったと認められるとき。 

（６）第５条の２第４項の規定により、発注者から再委託契約の解除を求められた場合にお

いて、受注者がこれに従わなかったとき。 

（７）前各号に定めるもののほか、受注者の責に帰すべき理由により、契約の目的を達成す

ることができないと認められるとき。 

（８）暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。 

２ 受注者は、前項の規定により契約を解除された場合は、契約金額（単価契約の場合は、

契約単価に予定数量を乗じて得た額）の１００分の１０に相当する額を違約金として、発

注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。 

３ 前項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合において、

その超過分につき、発注者が受注者に対し損害賠償の請求を妨げるものではない。 

 （受注者の契約解除権） 

第１５条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、業務を履行することができなくなったと

きは、契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、

発注者に対してその賠償を請求することができる。  

 （協議による契約解除） 

第１６条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の承諾を得て、この契約を解除す

ることができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、これを賠償しなけれ

ばならない。 

（不正な行為等に係る賠償額の予約） 

第１７条 受注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除

にかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、

受注者は、契約金額（単価契約の場合は、第１３条第２項の規定により支払った契約代金。

以下この条において同じ。）の１０分の２に相当する額に、当該契約金額の支払が完了し

た日から政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項

の率で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として発注者に支払わなければなら

ない。この契約が履行された後についても、また同様とする。 

(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独禁法」

という。）第３条、第６条、第８条又は第１９条の規定に違反するとして、独禁法第７条、

第８条の２又は第２０条の規定による排除措置命令（独禁法第２条第９項第３号に該当す

る行為及び不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定す

る不当廉売に係るものを除く。）を受けた場合であって、独禁法第８章第２節に規定する

手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。 

(2) 独禁法第３条、第６条、第８条又は第１９条の規定に違反するとして、独禁法第７条

の２第１項（独禁法第７条の２第２項及び第８条の３において読み替えて準用する場合を

含む。）若しくは第４項、第２０条の２、第２０条の３、第２０条の５又は第２０条の６



の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第８章第２節に規定する手

続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、独禁法第７条の２第１項（独禁法第８条の３において読

み替えて準用する場合を含む。）の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命

令を受けなかったとき。 

(4) 本項第１号及び第２号に規定する審決に対して、受注者が独禁法第77条第１項の規定

により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却又は訴えの却下の判決

が確定したとき。 

(5) 受注者又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法（明治40年法律第45号）

第96条の６若しくは第198条又は独禁法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定

に該当し、刑が確定（執行猶予の場合を含む。）したとき。 

(6) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項第２号に該当す

ると発注者が認めるとき。 

２ 前項（第５号及び第６号を除く。）の規定は、独禁法第７条の２第６項に規定する事前

通知の対象となる行為であって発注者が特に認めるものについては、これを適用しないも

のとする。 

３ 第１項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合に

おいて、その超過分につき、発注者が受注者に対し損害賠償の請求を妨げるものではない。 

 （不完全履行による減額、損害賠償）                  

第１８条 発注者は、受注者が業務の一部を履行しないとき、又は業務の履行が不完全であ

るときは、契約金額から、その不履行又は不完全部分に相当する金額の減額を請求するこ

とができる。この場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者に対してその賠償

を請求することができる。 

 （相 殺）                               

第１９条 発注者は、受注者に対する金銭債権を有している場合において、受注者が第１４

条第１項各号の規定に該当したときは、当該金銭債権と第１３条第１項の契約代金とを相

殺することができる。 

 （変更の届出）                            

第２０条 受注者について、名称、所在地、代表者、受任者及び使用印鑑のいずれかの変更

があったときは、速やかに発注者に届出なければならない。 

 （秘密の保持）                            

第２１条 受注者は、この契約に関し、業務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。  

２ 受注者は、この契約の履行に関し、公益財団法人堺市産業振興センター個人情報保護規

程、堺市個人情報保護条例（平成１４年条例第３８号）と併せ、別記の個人情報取扱特記

事項を遵守しなければならない。 

 （協 議） 

第２２条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。 

（著作権の譲渡等） 

第２３条 受注者は、契約の目的物（以下「成果物」という。）が著作権法（昭和４５年法

律第４８号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当す

る場合には、当該著作物に係る受注者の著作権（著作権法第２１条から第２８条までに規

定する権利をいう。）を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。 

 （成果物の公表）                      

第２４条 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内

容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する

場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更

することができる。 

 （成果物の内容の変更）                          

第２５条 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用

目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発



注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自

由に改変することができる。   

 （受注者の利用） 

第２６条 受注者は、成果物（業務を行う上で得られた記録等を含む。）が著作物に該当す

るとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、

また、第２１条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 

 （著作権の侵害の防止） 

第２７条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでな

いことを、発注者に対して保証する。 

２ 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害

の賠償を行い、または必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、その賠償額

を負担し、または必要な措置を講ずるものとする。 

 


